
指定期間 平成２６年１１月　１日　から　令和６年１０月３１日まで

指定区域

区域面積 鳥獣保護区 538 ha 特別保護地区 0 ha

吉野郡十津川村山手谷の上流奥葛谷と西の谷の合流点を起点とし、同所からほぼ
北東に直進し、村道平谷竹筒線と林道大谷線との交点に至り、同所から林道大谷
線をほぼ北進し、花折塚に至り、同所から北又谷を下り、いたずる谷との分岐点に
至り、同所からほぼ南西に直進し、宝冠の森の頂上に至り、同所からほぼ西南西に
直進し、通称本宮辻に至り、同所から奥葛谷を下り、起点に至る線により囲まれた
区域

鳥獣保護区の指定概要
番号 6 区域の名称 玉置山鳥獣保護区

県指定

参考図面


